
令和７年度夕張市の地方債許可（第２次分）について 

令 和 ８ 年 ２ 月  

自治財政局財務調査課 

１ 財政再生団体の起債許可について 

 財政再生団体である夕張市が地方債の起債をする場合は、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。）第13条第１項の規定に基づき、総務大臣が許

可をする。 

２ 令和７年度夕張市地方債許可申請額（第２次分） 

（単位：千円） 

事 業 区 分 許可申請額 資 金 区 分 

公 営 住 宅 建 設 事 業 ４６，３００ 地方公共団体金融機構 

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 １８，１００ 地方公共団体金融機構 

緊急自然災害防止対策事業 ２６，８００ 地方公共団体金融機構

過 疎 対 策 事 業 １５１，０００ 地方公共団体金融機構 

公 共 用 地先 行取 得等事 業 １７１，３００ 銀 行 等 引 受 

下 水 道 事 業 ３，３００ 銀 行 等 引 受 

合 計 ４１６，８００ 

３ 対応案  

(1) 健全化法第13条第２項において、財政再生計画につき総務大臣の同意を得ている財政再生団体につ

いての許可は、以下を勘案して行うものとされている。 

① 当該財政再生計画に定める各年度ごとの歳入に関する計画その他の地方債に関連する事項

② 当該財政再生計画の実施状況

  このことに関し、 

・ 各事業債については、令和７年度の財政再生計画に計上された事業に基づく申請であり、一般

会計分における申請額（413.5百万円）も財政再生計画の計上額（430.7百万円）に収まってい

る。また、交付税措置を除いた将来の純粋な地方負担額も当初想定した額を下回ることから、本

申請により財政再生計画に定めた健全化判断比率の見通しが悪化することはないと見込まれる。 

・ 財政再生計画の実施状況については、再生振替特例債の償還が着実に進むとともに、健全化判

断比率も順調に推移しており、着実に実施されている。 

(2) 令和７年度地方債同意等基準において、財政再生計画の内容が適当なものであり、また、その実施

が着実に行われている財政再生団体については、特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同

様の内容の基準によって許可を行うものとされている。 

  このことに関し、本申請について、同意基準に照らし審査した結果、いずれの事業債についても基

準を満たしているものと認められる。 

(3) (1)及び(2)より、夕張市の申請について許可することとしたい。

４ 許可通知日  

令和８年３月１１日（水）予定 
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